
都 城 盆 地 農 業 水 利 事 業 所 交 渉

（全農林労働組合九州地方本部宮崎ひむか分会）

議 事 要 旨

１．開催日時：平成２２年２月１６日（火）１７：３０～１７：４５（１５分）

２．場 所：都城盆地農業水利事業所大会議室

３．出 席 者：

都城盆地農業水利事業所 中 野 實 所 長

同 本 村 修 事務次長

同 立 花 仁 庶務課長

全農林労働組合九州地方本部

宮崎ひむか分会 甲 斐 雅 裕 副委員長

同 田 原 強 執行委員

４．議 題：現場段階で実行ある超過勤務縮減対策を図ること

５．議事概要

○立花庶務課長：それでは、只今から、０９全農林ひむか要求第２号に基づく交渉を始めます。

まず、交渉に先立ち国公法第１０８条の５の規定に基づく予備交渉を２月９日に行ったとこ

ろであります。

ひむか分会から提出された要求事項が「新たな労使関係の構築に関する基本方針」Ⅱ

の１の（３）に定められた要件を満たし、交渉対象とする事項は、要求書のⅢの１とします。

その他の事項については、都城盆地農業水利事業所の権限外事項やまた、管理運営事

項に該当することから、要望事項として接受することで整理したので、それを前提に交渉を

行います。

○甲斐副委員長：はじめに、交渉申し入れから、予備交渉とご苦労をおかけし、この交渉に至

ったことに感謝申し上げます。要求事項については、私たちが安心して働き続けられる職

場を目指して、職場の労働条件の点検を行い取りまとめたものであります。予備交渉の中

で、超過勤務の事項のみが交渉の対象事項となり、その他は管理運営事項他として交渉

の対象となりませんでしたが、末端で働く私たちにとっては、直接労働条件に係わる事もあ

りますので、非常に残念であります。そうは言っても、昨年７月に当局と全農林が合意した

新たな労使関係の構築に関する「基本方針に基づき交渉を行うことであります。本日の交

渉の進め方ですが、要求第２号の超勤項目について補強するという形で、補足説明を行

い、その上で回答をいただきたい。

なお、分会では中央での要求書を、別添で付していますのでよろしくお願いいたします。

要求書につきましては、２月８日付でひむか分会委員長より所長宛に提出しております。

読み上げますと、私たちは、労働条件点検活動を行い、労働条件上の課題・問題点を整



理し、要求事項として下記のとおり取りまとめました。特に、農林水産省改革の具体化によ

り、事務・事業、組織の抜本的な見直しが進められており、組合員の将来に対する不安は

増大しています。ついては、私たちの雇用・労働条件確保の観点から、下記要求事項の解

決に向け特段の努力をされるよう強く要求します。田原執行委員の方から、超勤縮減対策

について意見を述べさせて頂きます。

○田原執行委員：超勤ということに絞って交渉してくださいと言うことですので、お伺いします。

超勤縮減についてどのようなことを実施されておられるのか。お答え願いたい。

○中野所長：超勤縮減は重要なこととして取り組んでいる。特に今年度後半の業務計画の中に

昨年度に比べて１０％削減ということを目標にしている。その結果、１０月、１１月、１２月

それぞれ昨年度に比べて事業所平均で１割以上減ってきております。残念ながら１月は

若干昨年度より増えておりますが、２月、３月は皆様の協力を得て、超過勤務の縮減に

ついて引き続き努力して参りたい。昨年度に比べて超勤が減ってきており、これも皆さん

の協力のおかげと思っております。管理職は、業務計画をしっかりたて、各職員間の連

絡・協議をしっかり行っていくということで、皆さんの協力も得て超過勤務時間の縮減に

努めて参りたいと考えております。

○田原執行委員：今後も超過勤務縮減の努力をして頂ければ問題はないと思います。本日は、

お忙しい中、ありがとうございました。今後も、超勤縮減は重要な問題だと思いますの

で、一歩一歩取り組んでもらえればと思います。本日は、どうもありがとうございました。










